
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 無限遠までのオートフォーカス機能 を備
えたカメラ装置において、
　撮像された画像のフォーカス状態を検出するフォーカス処理手段と、
　ズーム状態を検出するズーム検出手段と、
　上記フォーカス処理手段からの出力信号に応じて駆動される フォーカスレンズ駆
動手段と、
　

　

　上記フォーカスレンズを 無限
遠の合焦位置に駆動する フォーカスレンズ駆動手段と、
　フォーカス動作を制御する押圧スイッチと
を有し、
　上記 フォーカスレンズ駆動手段
が動作している間に上記押圧スイッチが押圧されると、

上記 フ
ォーカスレンズ駆動手段が動作し、
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ズーム機能、 およびマニュアルフォーカス機能

オート

外部から上記フォーカスレンズ位置の調整を受け付けるマニュアルフォーカスレンズ位
置調整受付手段と、

上記マニュアルフォーカスレンズ位置調整受付手段の状態に応じて、上記フォーカスレ
ンズの位置を駆動するマニュアルフォーカスレンズ駆動手段と、

上記ズーム検出手段により検出されたズーム状態に応じて
無限遠

オート または上記マニュアルフォーカスレンズ駆動手段
上記オートフォーカスレンズ駆動

手段または上記マニュアルフォーカスレンズ駆動手段の動作に割り込んで、 無限遠
上記ズーム検出手段により検出されたズーム状態に応



無限遠の合焦位置に上記フォーカスレンズを移動して保持する
ことを特徴とするカメラ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は メラ装置に関し、特に、フォーカスレンズを強制的に無限遠に設定す

メラ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
前玉が固定で、レンズ内部に移動自在のズームレンズ及びフォーカスレンズが配設された
インナーフォーカスレンズを用いたビデオカメラ装置が知られている。インナーフォーカ
スレンズが搭載されたビデオカメラ装置には、オートフォーカス機能が設けられる。オー
トフォーカス機能を使用して無限遠の被写体を撮影している時に、ビデオカメラ装置と被
写体間に遮蔽物体が通過すると、フォーカスレンズがその遮蔽物体に追従してしまう。こ
のため、ユーザの意志とは無関係にフォーカスレンズの合焦位置が短時間ではあるが変化
してしまう。
【０００３】
また、インナーフォーカスレンズを用いたビデオカメラ装置には、フォーカスリングやフ
ォーカスボリュームがマニュアルフォーカス機能のために搭載される。しかしながら、こ
れらは物理的にフォーカスレンズと接続されているわけではないので、被写体までの距離
の指標をつけることが不可能である。従って、ユーザが無限遠位置の被写体を撮影する場
合には、一旦ビューファインダで被写体の位置を確認し、フォーカスリングやフォーカス
ボリュームを操作することにより無限遠にピントを合わせてから撮影する必要がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述のビデオカメラ装置により撮影された被写体を再生してみると、被写体から遮蔽物体
に合焦するまでの時間及び遮蔽物体から再び被写体に合焦する時間の分だけ、被写体に対
するフォーカスがぼけてしまう。また、無限遠の被写体にフォーカスを合焦させる時には
、上述のような煩雑な操作が必要とされる。
【０００５】
　従って、この発明の目的は、インナーフォーカスレンズを用いたビデオカメラにおいて
、フォーカスレンズを簡単な操作で無限遠に合焦させることができると共に、無限遠の被
写体に合焦させる続けることができ メラ装置を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、 無限遠までのオートフォーカス機能

を備えたカメラ装置において、撮像された画像のフォーカス状態を検出するフォ
ーカス処理手段と、ズーム状態を検出するズーム検出手段と、フォーカス処理手段からの
出力信号に応じて駆動される フォーカスレンズ駆動手段と、

フォーカスレンズを
無限遠の合焦位置に駆動する フォーカスレンズ駆動手

段と、フォーカス動作を制御する押圧スイッチとを有し、 フォーカスレンズ駆動手
段 が動作している間に押圧スイッチが押圧さ
れると、

フォーカスレンズ駆動手段が動作し、
無限遠の合焦位置にフォーカスレンズを移動して保持するこ

とを特徴とするカメラ装置である。
【０００７】
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ズーム機能、 およびマニュアルフォー
カス機能

オート 外部からフォーカスレ
ンズ位置の調整を受け付けるマニュアルフォーカスレンズ位置調整受付手段と、マニュア
ルフォーカスレンズ位置調整受付手段の状態に応じて、フォーカスレンズの位置を駆動す
るマニュアルフォーカスレンズ駆動手段と、 ズーム検出手段により検
出されたズーム状態に応じて 無限遠

オート
またはマニュアルフォーカスレンズ駆動手段

オートフォーカスレンズ駆動手段またはマニュアルフォーカスレンズ駆動手段の
動作に割り込んで、無限遠 ズーム検出手段により検
出されたズーム状態に応じた



無限遠スイッチを動作させることにより、フォーカスレンズを強制的に無限遠位置に移動
させて固定させる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施例を図面を参照して説明する。図１は、この発明によるビデオカメ
ラ装置のブロック図であり、装置の制御系、信号処理系、及びレンズ制御系のブロックか
らなる。
【０００９】
ビデオカメラ装置の電源のオン／オフを制御する電源スイッチ１及び撮影時のモードを記
録モードまたはスタンバイモードに設定するための REC/STBYスイッチ２がシステムコント
ローラ３に接続される。
【００１０】
被写体（図示せず）が撮影されると、被写体像がレンズ４に入射される。レンズ４は、イ
ンナーフォーカスレンズであり、図２のような構成とされる。つまり、インナーフォーカ
スレンズ４は、固定の１群レンズＦ１及び３群レンズＦ３、２群レンズであるズームレン
ズＦ２及び４群レンズであるフォーカスレンズＦ４を有する。ズームレンズＦ２と３群レ
ンズＦ３間にＰＮフィルタ３１、アイリスリング３２が配設される。フォーカスレンズＦ
４と後述するＣＣＤ撮像素子５間に赤外線用のダミーガラス３３が配設される。このよう
な構成であるインナーフォーカスレンズ４では、光学系を小型化することが可能となる。
【００１１】
インナーフォーカスレンズ４を介して入射された被写体像は、ＣＣＤ撮像素子５により光
電変換されて撮像信号とされる。撮像信号の成分である輝度信号Ｙ及びクロマ信号Ｃは、
サンプルホールド回路６及びＡＧＣアンプ７を介してビデオ信号処理回路８に供給される
。ビデオ信号処理回路８では、輝度信号Ｙ及びクロマ信号Ｃの分離等が行われた後、輝度
信号Ｙのみがビューファインダ９に供給される。ビューファインダ９では、輝度信号Ｙに
基づいて形成された映像信号がモニタされる。また、ＡＧＣアンプ７から輝度信号Ｙのみ
がフォーカス処理回路１０に供給される。フォーカス処理回路１０はハイパスフィルタで
構成されており、輝度信号Ｙ中の高輝度成分が摘出され輝度が最大になる部分が検出され
る。輝度が最大になった部分にフォーカスレンズＦ４が移動されるように制御される。フ
ォーカス処理回路１０の出力信号がＡ／Ｄ変換回路１１によりデジタル信号に変換され、
システムコントローラ３に供給される。
【００１２】
Ａ／Ｄ変換回路１１の出力信号に基づいてシステムコントローラ３で形成された駆動信号
がフォーカスドライバ１２に供給される。フォーカスドライバ１２の出力信号により、フ
ォーカスモータ１３がフォーカスレンズＦ４を合焦位置に移動させる。また、フォーカス
レンズ位置センサ２０がフォーカスレンズＦ４の位置を検出し、フォーカスポジション検
出回路２１を介して、システムコントローラ３にその検出信号を供給する。
【００１３】
ズームレンズＦ２の位置がズームレンズ位置センサ１４により検出され、この検出信号が
ズームポジション検出回路１５を介してＡ／Ｄ変換回路１６でデジタル信号化される。Ａ
／Ｄ変換回路１６の出力信号は、システムコントローラ３に供給される。システムコント
ローラ３は、Ａ／Ｄ変換回路１６から供給された信号に基づいて、ズームドライバ１７に
駆動信号を供給する。ズームドライバ１７の出力信号により駆動されたズームモータ１８
がズームレンズＦ２を最適位置に移動させる。
【００１４】
画枠に対する被写体を大きさを決定すると共に、ズームレンズＦ２の位置（広角側または
望遠側）の制御を行う TELE/WIDE スイッチ１９がシステムコントローラ３に接続される。
記録時に TELE/WIDE スイッチ１９が押圧されると、その押圧時間の長さに応じてシステム
コントローラ３からズームドライバ１７に駆動信号が供給される。ズームドライバ１７の
出力信号がズームモータ１８に供給され、ズームレンズＦ２が所望の位置に移動される。
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なお、この時には、ズームレンズＦ２の移動に伴ってフォーカスレンズＦ４が後述するカ
ムカーブに従って移動される。
【００１５】
また、無限遠スイッチ２２がシステムコントローラ３に接続される。無限遠スイッチ２２
は、押圧された時にシステムコントローラ３にハイ（以下、Ｈとする）レベルの信号を供
給するようなスイッチとされる。オートフォーカス機能、またはマニュアルフォーカス機
能によりインナーフォーカスレンズ４が制御されている時に無限遠スイッチ２２が押圧さ
れると、システムコントローラ３にＨレベルの信号が供給される。システムコントローラ
３から、フォーカスドライバ１２に駆動信号が供給される。フォーカスドライバ１２によ
り、フォーカスモータ１３が駆動される。ズームレンズＦ２の位置に対応して、フォーカ
スレンズＦ４がフォーカスモータ１３により無限遠位置に強制的に移動される。
【００１６】
すなわち、無限遠スイッチ２２を押圧することにより、無限遠スイッチ２２のＨレベルの
信号がオートフォーカス機能、またはマニュアルフォーカス機能に割り込みをかけ、フォ
ーカスレンズＦ４を無限遠位置に設定する。従って、無限遠スイッチ２２を動作させるこ
とにより、ビデオカメラ装置の近傍に遮蔽物体が横切った場合でも、フォーカスレンズＦ
４の位置は無限遠位置に保持されると共に、無限遠位置の被写体に合焦された状態が保持
される。また、無限遠位置の被写体を即座に撮影する場合の煩雑な操作が不要となり、無
限遠スイッチ２２を押圧するだけでフォーカスレンズＦ４を無限遠の位置に合焦させるこ
とが可能になる。なお、再び無限遠スイッチ２２が押圧されることにより、無限遠位置に
合焦されたフォーカスレンズＦ４が解除される。
【００１７】
図３には、フォーカスレンズＦ４の詳細が示される。フォーカスレンズＦ４は、フォーカ
スモータ１３に取り付けられたフォーカスモータの軸１３Ａ上を移動する。フォーカスモ
ータ１３には、例えばステッピングモータが使用され、軸１３Ａの山を通過した数で合焦
位置が管理されるようになっている。
【００１８】
インナーフォーカスレンズは、ズームレンズＦ２が移動されるにつれてフォーカスレンズ
Ｆ４が移動されるような構成である。このため、インナーフォーカスレンズを用いたビデ
オカメラ装置のシステムコントローラ内にはズームレンズＦ２とフォーカスレンズＦ４の
相対位置を自動的に制御するカムカーブが設定される。図４に示すように、カムカーブは
合焦距離によってその傾斜が異なる。このため、至近から無限遠までをカバーするために
、複数のカムカーブが設けられる。
【００１９】
図５は、前述の無限遠スイッチ２２の動作を示すフローチャートである。無限遠スイッチ
２２が押圧されて割り込み処理に切り換えられると、割り込みフラグが「０」であるか「
１」であるかが検出され（ステップ４１）、割り込みフラグが「０」の場合には、フラグ
が「１」にされる（ステップ４２）。フラグ「１」に対応して、ズームレンズＦ２の位置
が検出され、その位置に応じたＡ／Ｄ値が読み出される（ステップ４３）。ズームレンズ
Ｆ２のＡ／Ｄ値に応じたフォーカスレンズＦ４の位置が検出され（ステップ４４）、フォ
ーカスレンズＦ４が無限遠位置まで移動される（ステップ４５）。
【００２０】
一方、ステップ４１において、フラグが「１」と検出された場合には、フラグが「０」に
戻され（ステップ４６）、無限遠スイッチ２２が押圧される前のルーチンへレンズ制御動
作が戻される（ステップ４７）。
【００２１】
【発明の効果】
この発明は、無限遠スイッチを動作させることにより、フォーカスレンズが強制的に無限
遠位置に移動される。このため、無限遠の被写体を撮影する場合に、無限遠スイッチを押
圧するのみで、撮影をすぐに開始することが可能になる。また、ビデオカメラ装置の近傍
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を遮蔽物体が通過しても、フォーカスレンズの位置が無限遠に固定されているので、合焦
位置がぼけることがない。さらに、ビデオカメラ装置を三脚等に固定した状態で無限遠の
被写体を撮影し続けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明によるビデオカメラ装置のブロック図である。
【図２】インナーフォーカスレンズの詳細を示す図である。
【図３】フォーカスレンズの詳細を示す図である。
【図４】カムカーブを示す図である。
【図５】無限遠スイッチの動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
３　システムコントローラ
４　インナーフォーカスレンズ
Ｆ２　ズームレンズ
Ｆ４　フォーカスレンズ
２２　無限遠スイッチ
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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